
（６） 評価委員会の審議

添付様式８　評価委員会の審議

実施時期 担当部署 委員会の設置根拠 委員会の母体組織

学識経験の
ある委員

その他
の委員

方法書

成果の評価

実施過程の評価

効果発現要因の整理

事後評価原案の公表の妥当性

その他

事後評価の手続きは妥当に進
められたか、委員会の確認

今後のまちづくり方策の作成

フォローアップ

その他

今後のまちづくり方策は妥当
か、委員会の確認

委員構成

中澤　隆雄　宮崎大学工学部　名誉教授

平成31年2月12日
都市計画課
（都市再生整備計画主管
課）

社会資本整備総合交付
金交付要綱

独自に設置。
平田　嗣子　宮崎市地域婦人会連絡協議会会長
岡崎　礼子　宮崎県建築士会宮崎支部会員

審議事項※１ 委員会の意見

事後評価手
続 き 等 に か
かる審議

・方法書に従って、事後評価が適正に実施されたことが確認された。

・妥当性が確認された。

・妥当性が確認された。

・宅地の盛土など適切な工事が行われることで、指標１の住民満足度の向上につながっているという意見があった。

・妥当性が確認された。

・特になし

・事後評価の手続きは妥当であると認められた。

その他 ・特になし

今 後 の ま ち
づくりについ
て審議

・特になし

・特になし

・特になし

・今後のまちづくり方策は妥当であると認められた。


